
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●  １１月１１日  

１．１０月分源泉所得税･住民税の特別徴収税額の納付 

 

● １１月１５日 

２．所得税の予定納税額の減額申請 

 

●  １２月 ２日  

３．所得税の予定納税額の納付(第２期分) 

４．特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 

５．９月決算法人の確定申告 

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 

６．３月，６月，９月，１２月決算法人・個人事業者の３月ごとの 

期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> 

７．法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 

８．３月決算法人の中間申告 

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>（半期分） 

９．消費税の年税額が４００万円超の３月，６月，１２月決算法人 

 ・個人事業者の３月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税> 

１０．消費税の年税額が４，８００万円超の８月，９月決算法人を除く 

法人・個人事業者の１月ごとの中間申告(７月決算法人は２か月分) 

<消費税・地方消費税> 
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永年勤続者からお客様へ日ごろの感謝・今後の意気込み等のコメントを掲載いたします。 

成島 憲一  永年勤続 25 年 

25 年、あっという間に過ぎてしまったような感

じがします。また、振り返れば様々な場面が思い浮

かべることができます。25 年。四半世紀、この事

務所にお世話になっているのだなーとしみじみ感

じているところです。 

人生で活躍できる時間のほとんどが、この事務

所で過ごす時間であり、また、これからも過ごして

いくのだなと未来を感じています。 

過ごしてきた時間をしっかり振り返り、また、こ

れから過ごすべき時間を有意義なものにしていけ

るように精進していこうと思います。 

 

瀧澤 基子  永年勤続 20 年 

この度は永年勤続にて表彰していただき、

誠にありがとうございます。 

20 年を振り返ると辛いこと、楽しいこと、

仕事を通じさまざまな経験をさせていただ

きました。 

こうした経験や長く勤められたのも皆様

のおかげだと感謝しております。これからも

日々精進していきますので宜しくお願いし

ます。 

名越 由美  永年勤続 15 年 

永年勤続 15 年表彰ありがとうございます。 

入社して 15 年が経ちました。15 年勤務を

続けてこられたのも所長をはじめ所員の皆様

に支えられたおかげだと感謝しております。 

仕事を通じ人脈も広がり色々と経験するこ

とが出来ました。人と人との繋がりを大切に

し、これからも健康に留意し事務所のために

なるよう努めたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

菊地 祥代  永年勤続 15 年 

永年勤続 15 年表彰をいただきありがとう

ございます。 

体調や精神的につらい日々もありました。

それでも、こうして今日まで勤められたのは

周りの励ましと支えがあったからです。 

さらに経験を積んで、20 年に達することが

できるように頑張りたいと思います。 

 

影山 智史  永年勤続 10 年 

永年勤続 10 年表彰を頂き、誠にありがとう

ございました。 

この 10 年間で世の中はめまぐるしく変化し

ましたが、一つの区切りとして気持ちを新たに

日々精進していきたいと思いますので今後と

もよろしくお願い致します。 

長谷川 寛  永年勤続 10 年 

この度、永年勤続 10 年の表彰を頂くことにな

りました。振り返ってみると長いようで短く、内

容の濃い 10 年間でありました。ここまで勤める

ことができたのも所長や先輩方、そして顧問先

様のおかげだと感じております。 

まだまだ未熟者ですが、日々精進していき、皆

様のお役にたてる人材になりたいと思っており

ます。これからもどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 


